
 

別表(第二条関係)道路占用料金表

 定を行うものである。

２　文京区「特別区道」道路占用料等徴収条例新旧対照表

 　　　は改正部分を示す。

平成31年1月23日庁議資料

土             木            部

道路占用料の改定について

1　概要

　　道路占用料については、３年に１度行われている固定資産税評価の評価替えに合わせ、その翌年

 に占用料の改定を行っている。この度、平成３０年の評価替えを踏まえ、平成３１年４月に占用料の改

外径が０．７m以上１m未満のもの ５，１２０円 ４，３３０円

外径が１m以上のもの １０，２００円 ８，６７０円

１，５３０円 １，２９０円

外径が０．３m以上０．４m未満のもの ２，０５０円 １，７２０円

外径が０．４m以上０．７m未満のもの ３，５８０円 ３，０３０円

５１０円 ４３０円
  ［地下管路］

外径が０．１m以上０．１５m未満のもの ７６０円 ６４０円

外径が０．１５m以上０．２m未満のもの １，０２０円 ８６０円

外径が０．２m以上０．３m未満のもの

法第３２条
第１項第２
号に掲げる
物件

外径が０．０４ｍ未満のもの 長さ１ｍにつき １年 １９０円 １６０円

外径が０．０４ｍ以上０．０７m未満のもの ３５０円 ３００円

外径が０．０７m以上０．１m未満のもの

広告塔 表示面積１㎡に
つき

１年 ６１，９００円 ５４，６００円

その他のもの(1号) 占用面積１㎡に
つき

１年 １６，２００円 １３，５００円

地下に設ける変圧器 占用面積１㎡に
つき

１年 ５，１２０円 ４，３３０円

変圧塔その他これに類するもの及び
公衆電話所

１個につき １年
１７，０００円 １４，４００円

５１円 ４３円

路上に設ける変圧器 １個につき １年 ８，３７０円 ７，０８０円

その他の柱類 ［支線柱］ ８５０円 ７２０円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１ｍにつき １年 ８５円 ７２円

地下に設ける電線その他の線類

第二種電話柱 ［４･５条の電線］ １０，４００円 ８，６８０円

第三種電話柱 ［６条以上の電線］ １４，２００円 １１，９００円

第三種電柱 ［６条以上の電線］ １９，８００円 １６，６００円

第一種電話柱 ［３条以下の電線］ ６，４４０円 ５，３７０円

９，５７０円 ８，１００円

第二種電柱 ［４･５条の電線］ １４，６００円 １２，３００円

占 用 物 件 単 位
　占　　　　　 用            料
新      旧

法第３２条
第１項第１
号に掲げる
工作物

第一種電柱 ［３条以下の電線］
１本につき １年
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占 用 物 件 単 位
　占　　　　　 用            料
新      旧

Ａに０．０１２を乗じて
得た額

その他のもの(10号）
Ａに０．００６を乗じて
得た額

Ａに０．００６を乗じて
得た額

Ａに０．００６を乗じて
得た額

階数が２のもの
Ａに０．００８を乗じて
得た額

Ａに０．００８を乗じて
得た額

階数が３のもの
Ａに０．０１１を乗じて
得た額

Ａに０．０１１を乗じて
得た額

令第７条第9
号に掲げる
施設並びに
同条第10号
に掲げる施
設及び自動
車駐車場

建築物 階数が１のもの 占用面積１㎡に
つき

１年 Ａに０．００６を乗じて
得た額

階数が４以上のもの
Ａに０．０１２を乗じて
得た額

階数が３以上のもの
Ａに０．００７を乗じて
得た額

その他のもの(8号）
Ａに０．０２４を乗じて
得た額

Ａに０．０２４を乗じて
得た額

階数が４以上のもの
Ａに０．０１２を乗じて
得た額

Ａに０．０１２を乗じて
得た額

地下に設けるも
の

階数が１のもの
Ａに０．００４を乗じて
得た額

階数が２のもの
Ａに０．００６を乗じて
得た額

Ａに０．００６を乗じて
得た額

Ａに０．００６を乗じて
得た額

階数が２のもの
Ａに０．００８を乗じて
得た額

Ａに０．００８を乗じて
得た額

階数が３のもの
Ａに０．０１１を乗じて
得た額

Ａに０．０１１を乗じて
得た額

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる
施設

占用面積１㎡に
つき

１年 １６，２００円 １３，５００円

令第７条第8
号に掲げる
施設

上空、トンネルの
上又は高架の道
路の路面下に設
けるもの

階数が１のもの 占用面積１㎡に
つき

１年

２１，０００円

危険防止施設 ７，６００円 ６，３４０円

詰所 ５８，６００円 ４８，９００円

令第7条第3号に掲げる施設 占用面積１㎡に
つき

１年 Ａに０．０２４を乗じて
得た額

Ａに０．０２４を乗じて
得た額

令第７条第4号
に掲げる工事用
施設及び同条
第5号に掲げる
工事用材料

板囲、足場その他の工事用施設及び令第7条
第5号に掲げる工事用材料

占用面積１㎡に
つき

１年 ２５，２００円

３０９，７００円 ２７３，１００円

令第7条第2号に掲げる工作物 占用面積１㎡に
つき

１年 １７，０００円 １５，０００円

道路法施行
令（昭和27
年政令第
479号。以下
「令」とい
う。）第７条
第１号に掲
げる物件

看板（アーチ式であるものを除く。）

５４，６００円

アーチ式工作
物

車道を横断するもの １基につき １年 ６１９，５００円 ５４６，３００円

その他のもの

旗ざお及び幕 祭礼、縁日等に際し、一
時的に設けるもの

占用面積１㎡又
は１本につき

１日 ６１０円 ５１０円

その他のもの 占用面積１㎡又
は１本につき

１年 ６１，９００円

表示面積１㎡に
つき

１年 ６１，９００円 ５４，６００円

標識 １本につき １年 １３，６００円 １１，５００円

５１０円

商品置場その他これに類するもの 占用面積１㎡に
つき

１年 ６１，９００円 ５４，６００円

法第３２条第１
項第６号に掲
げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的
に設けるもの

[祭礼等の露店］
占用面積１㎡に
つき

１日 ６１０円

２７，３００円

地下に設ける通路 １８，５００円 １６，３００円

その他のもの（5号） １８，３００円 １５，３００円

Ａに０．００４を乗じて
得た額

階数が２のもの
Ａに０．００６を乗じて
得た額

Ａに０．００６を乗じて
得た額

階数が３以上のもの
Ａに０．００７を乗じて
得た額

Ａに０．００７を乗じて
得た額

法第３２条
第１項第５
号に掲げる
施設

地下街及び地下室 階数が１のもの 占用面積１㎡に
つき

１年 Ａに０．００４を乗じて
得た額

上空に設ける通路 ３０，９００円

法32条第1項第3号に掲げる施設 占用面積１㎡に
つき

１年 １２，４００円 １０，４００円

法32条第1項第4号に掲げる施設 占用面積１㎡に
つき

１年 １６，２００円 １３，５００円
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占 用 物 件 単 位
　占　　　　　 用            料
新      旧

Ａは近傍類似の土地の時価を表す。

Ａに０．０１２を乗じて
得た額

その他のもの(13号）
Ａに０．０２４を乗じて
得た額

Ａに０．０２４を乗じて
得た額

Ａに０．００６を乗じて
得た額

階数が２のもの
Ａに０．００８を乗じて
得た額

階数が３のもの
Ａに０．０１１を乗じて
得た額

Ａに０．０１１を乗じて
得た額

令第７条第
１3号に掲げ
る施設

上空、トンネルの
上又は高速自動
車国道若しくは
自動車専用道路
（高架のものに限
る。）の路面下に
設けるもの

階数が１のもの 占用面積１㎡に
つき

１年 Ａに０．００６を乗じて
得た額

階数が４以上のもの
Ａに０．０１２を乗じて
得た額

令第７条第１2号
に掲げる器具

原動機付自転車、二輪自動車又は自転車
の車止め装置その他の駐車用設備

占用面積１㎡に
つき

１年 Ａに０．０２４を乗じて
得た額

Ａに０．００８を乗じて
得た額

Ａに０．０２４を乗じて
得た額

階数が４以上のもの
Ａに０．０１２を乗じて
得た額

Ａに０．０１２を乗じて
得た額

その他のもの(11号-2）
Ａに０．０２４を乗じて
得た額

Ａに０．０２４を乗じて
得た額

Ａに０．００６を乗じて
得た額

階数が２のもの
Ａに０．００８を乗じて
得た額

Ａに０．００８を乗じて
得た額

階数が３のもの
Ａに０．０１１を乗じて
得た額

Ａに０．０１１を乗じて
得た額

令第７条第
11号に掲げ
る応急仮設
建築物

建築物(11号） 階数が１のもの 占用面積１㎡に
つき

１年 Ａに０．００６を乗じて
得た額
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